
 
 

いたばし環境アクションポイント事業実施要綱 

 

令和３年４月９日区長決定 

改正 令和４年５月２０日区長決定 

改正 令和５年６月３０日区長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、区内のエネルギー使用量（電気・ガス）を抑え、温室効果ガス排出量の削

減を図るべく、区民及び事業者による環境に配慮した取組の普及啓発を行う「いたばし環境ア

クションポイント事業」（以下「事業」という。）について、必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（事業の内容） 

第２条 家庭部門（家庭、集合住宅共用部）又は事業所部門（事業所）において、エネルギー使

用量（電気・ガス）を前年と比較して削減する取組を行った者に対して、その削減率等に応じ

てポイントを付与し、当該ポイントに応じた区内共通商品券又はいたばし Payによるデジタル

地域通貨（以下「区内共通商品券等」という。）を交付する。 

 

（対象者） 

第３条 事業に参加できる者は次の各号に掲げる者とする。 

（１）板橋区在住者 

（２）板橋区内の集合住宅の管理組合又は所有者 

（３）板橋区に事業所を有する事業者 

 

（参加登録） 

第４条 事業に参加しようとする者（以下「申請者」という。）は、住所、氏名又は管理組合名・

事業所名、電話番号等を記載した参加登録申請書を区長が指定する日までに区長に提出しなけ

ればならない。 

２ 区長は、参加登録申請書の提出があった場合は、登録の可否を決定し、別記第１号様式に定

める「いたばし環境アクションポイント事業参加登録通知書」又は別記第２号様式に定める「い

たばし環境アクションポイント事業不登録通知書」により申請者へ通知する。 

３ 第１項の申請は家庭部門、事業所部門について、申請者１人につき各年度１回までとし、同

一の世帯においては１人までとする。 

 

（結果報告） 

第５条 前条第２項の規定により登録の決定を受けた者が、第２条で定める取組を完了したとき

は、別記第３号様式に定める「いたばし環境アクションポイント事業結果報告書」（以下「報告

書」という。）にエネルギー使用量（電気・ガス）が分かる書類等を添付して区長が指定する日

までに区長に提出しなければならない。 



 
 

２ 区長は、必要と認める場合は、前項に規定する書類以外の書類等を提出させることができる。 

 

（ポイントの付与及び区内共通商品券等の交付） 

第６条 区長は、前条の報告書等が提出されたときは、その内容を審査し、エネルギー使用量（電

気・ガス）の削減率等に応じ、別表に定めるポイントを付与し、500 ポイントごとに 500 円に

相当する区内共通商品券等を予算の範囲内で交付する。 

２ 区長は、前条の報告書等を提出した者に、前項により付与されたポイントと区内共通商品券

等の額について、別記第４号様式に定める「いたばし環境アクションポイント事業結果通知書」

により通知する。 

 

（区内共通商品券等の返還） 

第７条 区長は、この要綱により区内共通商品券等の交付を受けた者が、その後に交付の要件を

満たしていないことが判明した場合又は虚偽その他不正な申請若しくは報告を行ったことが判

明した場合は、既に交付した区内共通商品券等（区内共通商品券を既に使用している場合にあ

っては、使用した区内共通商品券に相当する額の現金、いたばし Payによるデジタル地域通貨

の場合にあっては、そのデジタル通貨に相当する額の現金）の返還を求めることができる。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、資源環境部長が

定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和３年６月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

 



別表（第６条関係） 

 

 

【基本ポイント】 

種別 削減率と獲得ポイント 

電気 
2％以上 4％未満 4％以上 6％未満 6％以上 10％未満 10％以上 

1,000ポイント 1,500ポイント 2,000ポイント 2,500ポイント 

ガス 
1％以上 3％未満 3％以上 6％未満 6％以上 10％未満 10％以上 

1,000ポイント 1,500ポイント 2,000ポイント 2,500ポイント 

報告書を提出した者は、参加ポイントとして 500ポイント（いたばし Payによるデジタル地域通貨

の場合は 1,000ポイント）を獲得できる。 

※削減率は前年と本年の８月（又は９月）、10月、12月の３か月分の使用量の合計について日割計算を

行い、前年と本年の１日あたりの使用量を比較して算出する。 

※削減率によるポイントは電気・ガスのいずれかの削減が達成できれば獲得できる。 

※参加ポイントを除く電気・ガスの削減率によるポイントは令和５年度に限り２倍とする。 

 

 

【オプションポイント】 

オプションメニュー 

対象 

獲得ポイント 
家庭部門 事業所部門 

家庭 
集合住宅 

共用部 
事業所 

板橋かたつむり運動参加者 

・フードドライブ（食品提供者） 

・食べきりチャレンジ運動（協力店利

用者及び協力店） 

・フードシェアリングサービス（利用

者及び導入店） 

・いたぷらショップ（家具購入者） 

○ ― ○ 500ポイント 

省エネ診断等受診者 

・環境省の家庭エコ診断受診者 

・東京都や経済産業省の省エネ診断

等受診者 

〇 ― ○ 1,000ポイント 

板橋エコアクション等取組事業者 

・板橋エコアクション 2008認定者 

・ISO14001登録者 

・エコアクション 21登録者 

― ― ○ 1,000ポイント 

再エネ 100％電力導入者 

・再エネ由来の CO2排出係数ゼロの

電力契約をしている者 

○ ○ ○ 1,000ポイント 



オプションメニュー 

対象 

獲得ポイント 
家庭部門 事業所部門 

家庭 
集合住宅 

共用部 
事業所 

ウォーターサーバー導入者 

・水道直結型のウォーターサーバー

を新規に購入又はリース等により導

入した者 

― ― ○ 1,000ポイント 

環境ボランティア活動者 

・エコポリスセンターにエコライフ

サポーター又は登録環境団体として

登録し、エコポリスセンターの環境事

業でボランティア活動を行った者 

○ ― ― 500ポイント 

食による地産地消取組者 

・家庭菜園又は農業体験等により、区

内で収穫された食材を利用して地産

地消に取り組んだ者 

○ ― ― 500ポイント 

省エネ家電設置者 

・東京都の東京ゼロエミポイントの

対象製品（エアコン、給湯器、冷蔵庫、

LED照明）を新規に購入し設置した者 

○ ― ― 

エアコン：2,000ポイント 

給湯器：2,000ポイント 

冷蔵庫：1,000ポイント 

LED照明：500ポイント 

※オプションポイントは電気・ガスのいずれかのポイントを獲得できた場合に限り追加で獲得できる。 

※省エネ家電設置者のポイントは令和５年度に限り２倍とする。 



別記第１号様式（第４条関係） 

 板資政第  号 

 年  月  日 

 

 

 

いたばし環境アクションポイント事業 

参加登録通知書 
 

 

 

 

様 

 

環境政策課長 

 

 

 

この度は「いたばし環境アクションポイント事業」へ参加登録申請をいただき、誠にありがとう

ございます。 

 下記のとおり、参加登録を受け付けましたので、通知いたします。 

 本事業では参加者の皆様に、8月（又は 9月）、10月、12月の 3か月分のエネルギー使用量（電

気・ガス）の削減に取り組んでいただきます。 

 健康等に配慮して無理なく省エネに取り組んでいただきますよう、ご協力の程よろしくお願いい

たします。 

 

記 

 

 

１．登録番号 

 

 

 

２．提出書類 

 結果報告時には次の書類が必要となりますのでご準備ください。 

○結果報告書 

○前年と本年の電気・ガス使用量がわかる書類（検針票の写し等） 

 ※原則として住所、名前、使用年・月、使用量、使用日数が記載されているもの 

○オプションメニューに取り組んだことがわかる書類 



別記第２号様式（第４条関係） 

 板資政第  号 

 年  月  日 

 

 

 

いたばし環境アクションポイント事業 

不登録通知書 
 

 

 

 

様 

 

環境政策課長 

 

 

 

この度は「いたばし環境アクションポイント事業」へ参加登録申請をいただき、誠にありがとう

ございます。 

 ご申請いただいた書類を確認した結果、下記の理由により参加登録を行うことができなかったた

め、通知いたします。 

 

記 

 

 

１．理由 

 



別記第３号様式（第５条関係） 

登録番号：     

 年  月  日 

（ 宛 先 ） 

板 橋 区 長 

いたばし環境アクションポイント事業 

結果報告書 

 

住所（所在地） 
〒    － 

  

フリガナ   

氏名   

電話番号      －     － 

（法人等の場合は、その所在地、事業者名等及び代表者氏名） 

※押印は不要です。 

１．省エネ取組対象建物（集合住宅共用部または事業所で省エネに取り組み上記の住所（所在地）と異なる場合） 

住所（所在地） 板橋区 

２．エネルギー使用量 

（１）電気 

対象月 
本年（ 年） 前年（ 年） 

使用日数 使用量 使用日数 使用量 

8 月分（又は 9月分） [日] [kWh] [日] [kWh] 

10 月分 [日] [kWh] [日] [kWh] 

12 月分 [日] [kWh] [日] [kWh] 

合計 [日] [kWh] [日] [kWh] 
 

（２）ガス 

対象月 
本年（ 年） 前年（ 年） 

使用日数 使用量 使用日数 使用量 

8 月分（又は 9月分） [日] [㎥] [日] [㎥] 

10 月分 [日] [㎥] [日] [㎥] 

12 月分 [日] [㎥] [日] [㎥] 

合計 [日] [㎥] [日] [㎥] 

 

３．ポイント（区内共通商品券等）の受取方法【家庭のみ選択可】 

獲得したポイント（区内共通商品券等）の受取方法で希望するものをチェックしてください。 

☐いたばし Payによるポイント付与（電子） ☐区内共通商品券（紙） 

 ➡いたばし Payを選択された方は、アプリ内のマイページの 16桁のアカウントナンバーを記入。 

フリガナ  ―  ―  ―  

アカウントナンバー  ―  ―  ―  

※いたばし Payとは板橋区内限定で利用できるスマートフォンを利用したキャッシュレス決済です。 

※どちらにもチェックがない、アカウントナンバーの確認ができない、家庭以外の場合等は区内共通商品券（紙）となります。 

 



４．オプションメニュー 

取り組んだメニューの□にチェックしてください。 

オプションメニュー 

対象 

【添付書類】 
家庭 

部門 

事業所 

部門 

家庭 
集合住宅 

共用部 
事業所 

☐板橋かたつむり運動参加者 

☐フードドライブ（食品提供者） 

☐食べきりチャレンジ運動（協力店利用者及び協力店） 

☐フードシェアリングサービス（利用者及び導入者） 

☐いたぷらショップ（家具購入者） 

○ ― ○ 

（家庭部門） 

板橋かたつむり運動スタンプカ

ード等 

 

（事業所部門） 

フードシェアリングサービス導

入者として取り組んだことが分

かる書類（食べきりチャレンジ運

動協力店については区で確認す

るため、書類不要） 

☐省エネ診断等受診者 

【環境省の家庭エコ診断、東京都や経済産業省の省エネ診断等】 
○ ― ○ 

省エネ診断書等の写し 

（表紙・総括・結果概要等） 

☐板橋エコアクション等取組事業者 

【板橋エコアクション 2008、ISO14001、エコアクション 21】 
― ― ○ 

登録証の写し等 

（取組対象が複数ある場合はい

ずれかの登録証の写し等） 

☐再エネ 100％電力導入者 ○ ○ ○ 
省エネ取組対象建物において、契

約している電気事業者名とメニ

ュー名がわかる書類 

☐ウォーターサーバー導入者 ― ― ○ 
新規に購入・リースしたことや製

品の仕様・型番がわかる書類（領

収書や写真等） 

☐環境ボランティア活動者 

【エコライフサポーター、登録環境団体】 
○ ― ― 

活動した内容が分かる書類（エコ

ポリスセンターからの案内・通知

等） 

☐食による地産地消取組者 

【家庭菜園、農業体験等】 
○ ― ― 取組内容が分かるレポート 

☐省エネ家電設置者 

☐エアコン 

☐給湯器 

☐冷蔵庫 

☐LED照明 

○ ― ― 
新規に購入したことや製品の仕

様・型番がわかる書類（領収書や

写真等） 

※オプションメニューは電気・ガスのいずれかのポイントを獲得できた場合に限り追加で獲得できます。 

 

【添付書類】 

○前年と本年の電気・ガス使用量がわかる書類（検針票等の写し等） 

※原則として、住所、名前、使用年・月、使用量、使用日数が記載されているもの 

○オプションメニューに取り組んだことがわかる書類 

 

備考欄 

 

 

 

 



別記第４号様式（第６条関係） 

 板資政第  号 

 年  月  日 

 

 

 

いたばし環境アクションポイント事業 

結果通知書 
 

 

 

 

様 

 

板橋区長 

 

 

 

この度は「いたばし環境アクションポイント事業」へご参加いただき、誠にありがとうございま

した。 

 下記のとおり獲得ポイント数（区内共通商品券等金額）が決定したので、通知いたします。 

 今後とも、省エネ行動に取り組んでいただきますよう、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

 

１．登録番号 

 

 

 

２．獲得ポイント数（区内共通商品券等金額） 

 

      [ポイント] （      [円分]） 

 

※いたばし Payを希望した場合は、指定のアカウントナンバーへのポイント付与となります。 


